
●その他
１．�給与所得者で給与所得以外の所得に対する市民税・県民税を給与から差し引くことを希望する方は「給与か
ら差引き（特別徴収）」に、自分で納付することを希望する方は「自分で納付（普通徴収）」に、 印をつけて
ください。

２．日給・月給の方、農業所得のある方、無職・無収入の方などは裏面にも記入してください。
３．�この申告書は、直接機械で処理されますので、文字・数字はわかりやすく、はっきりと記入してください。

＊税額控除（配当控除）

＊市民税・県民税の税率（令和８年１月現在）

＊税額控除（調整控除）

＊配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額

＊森林環境税（令和6年度より）

＊税額控除（寄附金税額控除） ＊税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

　令和８年１月１日に大和高田市内に住所があり、令和７年中（令和７年１月１日～令和７年12月31日）に所得があった
方は、この申告書の手引きを参考に申告書を作成していただき、必ず３月16日までに提出してください。
　申告が遅れると、通常より少ない回数で市民税・県民税を納めていただくことになり、一度に支払う負担が大きくなり
ますので、期限内に申告いただきますようお願いいたします。
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◎地方税法の改正について…もし、地方税法の改正があった場合は、改正後の税法により税額を計算します。

令和８年度から適用される市民税・県民税の改正点

⑴　税務署に所得税の確定申告書を提出した方
⑵　収入が給与のみの方で、勤務先から大和高田市役所へ給与支払報告書の提出がある方
⑶　収入が公的年金のみの方
⑷　市内に住民登録がある配偶者又は生計を一にしている親族から扶養されていて、前年中に収入がない方

※�年末調整されなかった給与収入と給与以外の所得の合計が20万円以下に該当し、確定申告をしない場合も、市民税・県
民税の申告は必要です。

※�上記（2）（3）に該当する方であっても、給与所得や公的年金等の源泉徴収票に記載のない所得控除（医療費控除等）
を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告又は税務署への確定申告が必要です。

※�収入がない方や、遺族年金や障害年金などの非課税所得のみであった方でも、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
の算定、児童扶養手当、就学援助、国民年金免除の申請、所得証明書等の発行などの各種手続きに必要となる場合があ
りますので、当該手続きに必要と思われる方は申告書を提出してください。

申告書を提出しなくてもよい方

⑴　市民税・県民税申告書　
⑵　給与所得者は、源泉徴収票又は給与支払証明書
⑶　事業を営む方の場合は、各種営業帳簿、決算書、収支明細書など　
⑷　その他、所得を証明する書類
⑸　国民健康保険税・生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・国民年金などの支払証明書又は領収書
⑹　医療費等の明細書など　
⑺　�申告者本人の「マイナンバーカード」、又は「通知カード（マイナンバーの記載がある住民票の写しでも可）と本人

確認書類（運転免許証、健康保険の被保険者証など）」
※�申告書を郵送にて提出される場合は、必要事項を正確に記入の上、各種控除証明書等を添付してご提出ください。
※大和高田市ホームページで所得金額や各種控除額などを入力すると、市民税・県民税の試算や申告書の作成ができます。
「大和高田市　税額試算」で検索すると申告書作成ページにアクセスできますので、申告書を印刷して内容を確認いた
だき、必要書類等を添付して税務課に持参するか送付してください。電子メールでの提出はできません。

申告に必要な書類など

〒635－8511　大和高田市大中98番地4

大和高田市役所　税務課　税務グループ　市民税担当
☎０７４５（２２）１１０１

申告についてのお問い合わせは

●所得金額
　「所得金額」は、あなたが令和７年１月１日から令和７年12月31日までの間に得た「収入金額」から、その収入
金額を得るために直接必要とした経費（「必要経費」）を差し引いた金額です。
　※生活費、所得税、市民税・県民税などは必要経費とはなりません。

確定申告が不要とされている上場株式等の配当所得等および源泉徴収選択口座の上場
株式等の譲渡所得等を確定申告する場合の注意事項
※令和６年度より、所得の課税方式を所得税と市民税・県民税で一致させることとなりました。
　そのため、上記の確定申告をした場合は市民税・県民税の計算にも影響が出ます。
●配偶者控除や扶養控除などの判断基準となる合計所得金額に算出されます。
●介護保険料や国民健康保険税に影響が出る場合があります。
●�後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は総収入金額をもとにされていることから、負担割合が変
更になる、等の影響が出る場合があります。

令和８年度より、市民税・県民税の電子申告が可能となります。（詳しくは eLTAXホームぺージをご確認ください。）
■給与所得控除の改正
　給与収入190万円以下の場合について、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられました。改正前であれば
給与収入162万円5千円以下、162万5千円超～180万円以下、180万円超～190万円以下の場合でそれぞれ計算方法が変わ
りましたが、令和８年度以降、いずれの場合も給与所得控除は65万円となります。なお、190万円超の場合の給与所得
控除に改正はありません。また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の所得計算の特例についても必要経費に算
入する金額の最低保証金額が65万円（改正前：55万円）に引き上げられました。
■扶養親族等の所得要件の改正
　扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子については合計所得金額58万円以下（改正前：48万円以下）、
配偶者特別控除の対象となる配偶者については合計所得金額58万円超～133万円以下（改正前：48万円超～133万円以下）、
勤労学生については合計所得金額85万円以下（改正前：75万円以下）に引き上げられました。
■特定親族特別控除の創設
　特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族（配偶者、青色専従者として給与の支払いを受ける
方および白色事業専従者の方を除く）で、合計所得金額58万円超123万円以下の方をいいます。なお、親族には児童福
祉法の規定により教育を委託された者を含みます。
　特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて3万円～45万円を控除する特定親族特別控除が創設されま
した。合計所得金額別の控除額については、裏面をご確認ください。
　特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、既存の特定扶養親族に該当します。

　納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、
下記の区分に応じた金額
 合計課税所得金額が200万円以下の者
次の①と②のいずれか少ない額の５％（県民税２％、
市民税３％）に相当する金額
①�右表の控除の種類別に掲げる控除の適用がある場
合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②合計課税所得金額

 合計課税所得金額が200万円超の者
①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下
回る場合は５万円）の５％（県民税２％、市民税３％）
に相当する金額
①�右表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある
場合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 16
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所得の種類 内容（種目） 所得の算出方法及び記入の仕方

営業等

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、修理業、
建設業、金融業、サービス業など、いわゆる営
業から生じる所得のほか、大工、左官、外交員、
医師、弁護士、画家、作家などの自由業から生
じる所得です。

必要経費を計算し、収入金額から必要経費を引いて所得額を算
出します。
・営業等収入はア、営業等所得は①へ
・農業収入はイ、農業所得は②へ
【必要経費】
収入を得るために必要な次の経費のことをいいます。
商品の売上原価、地代、修繕費、消耗品費、火災保険料、雇人費、
広告宣伝費、光熱水費、接待交通費、家賃、減価償却費、事業
の用に供した土地建物の固定資産税などの租税公課などです。

農業 農作物の生産、果樹などの栽培、酪農品の生産
などから生じる所得です。

不動産
貸家、貸室、貸事務所、アパート、貸宅地、月
極駐車場、土地や家屋の権利金などから生じる
所得です。

必要経費を計算し、収入金額から必要経費を引いて所得額を算
出します。収入金額をウ、所得金額を③へ
【必要経費…固定資産税、雇人費、火災保険料、修繕費、減価
償却費などです。】

利子 公債、社債、預金の利子、合同運用信託や公社
債投資信託の分配金などから生じる所得です。

収入金額をエ、所得金額を④に記入します。
※源泉分離課税が適用される利子については申告不要です。

配当 株式の配当・特定株式投資信託の配当、余剰金
の分配などの所得です。

収入金額－株式の元本取得のための負債の利子が所得になりま
す。収入金額をオ、所得金額を⑤へ
なお、配当割税額控除を受けようとする人は、申告書裏面13へ
記入します。

給与 給料、賃金、賞与などから生じる所得です。 収入金額をカ、別表①により計算した所得金額を⑥へ

雑
（公的年金等）

厚生年金、国民年金、共済年金、恩給などの公
的年金の所得です。

収入金額をキ、別表②により計算した所得金額を⑦に記入します。
雑（公的年金等）所得以外の雑所得もある場合は、合計した所
得額を⑩に記入します。

雑
（業務）

原稿料、講演料、インターネットオークション
など、営利を目的とした継続的な副収入による
所得です。

収入金額－収入を得るために直接必要とした経費が所得となります。
収入金額をク、所得金額を⑧に記入します。雑（業務）所得以
外の雑所得もある場合は、合計した所得額を⑩に記入します。

雑
（その他）

生命保険契約等に基づく個人年金・互助年金な
ど他のどの所得にもあてはまらない所得です。

収入金額－収入を得るために直接必要とした経費が所得となります。
収入金額をケ、所得金額を⑨に記入します。雑（その他）所得
以外の雑収入もある場合は、合計した所得額を⑩に記入します。

総合譲渡
ゴルフ会員権や金地金、機械など、土地や建物
以外の資産の譲渡による所得です。
保有期間　５年以下…短期
保有期間　５年超　…長期

申告書裏面の「10　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する
事項」の欄に内訳を記入し、
・所得金額イの金額を申告書表面のコへ
・所得金額ロの金額を申告書表面のサへ
・所得金額ハの金額を申告書表面のシへ
・合計金額ニの金額を申告書表面の⑪へ
※�特別控除額は、譲渡所得が短期と長期を合わせて原則50万
円、一時所得が原則50万円です。

【必要経費（譲渡所得）…取得費、譲渡に要した費用等です。】
【必要経費（一時所得）…収入を得るために支出した金額です。】

一時所得 生命保険等の満期受取金や損害保険等の満期返
戻金など一時的な性質をもっている所得です。

事業専従者

あなたの事業に配偶者や親族（15歳以上）が昨年中に６ケ月を超える期間従事している場合は次の額があなたの
所得より控除できます。専従者１人につき①又は②のうちいずれか少ない金額
　①50万円（配偶者86万円）
　②（事業所得＋不動産所得＋山林所得）÷（１＋専従者数）
※同一人を配偶者・扶養控除との重複はできません。事業専従者控除額は専従者の給与収入となります。

課税所得
金額

種類

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利 益 の 配 当 等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％
私
募
証
券

投
資
信
託
等

外貨建等証券
投資信託以外 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％

外貨建等証券
投 資 信 託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％

課税所得 税率 均等割
市　民　税 一律 ６％ 3,000円
県　民　税 ４％ 1,500円

区　　　　　　分 市民税 県民税
配 当 割 額 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 ３／５ ２／５

森林環境税（国税） 1,000円

　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額の合
計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が２千円を超える場合には、
その超える金額の県民税は４％、市民税は６％に相当する金額
　１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（特例控除対象）
　２　�都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（特例控除対象以外）
　　　住所地の道府県共同募金又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
　３　�所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与

する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
　４　�特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄

附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
　ただし、１の寄附金が２千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の
区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は５分の２、市民税は５分の３に
相当する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、
その20％に相当する金額）

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割　合
０円以上195万円以下 84.895％
195万円超330万円以下 79.79％
330万円超695万円以下 69.58％
695万円超900万円以下 66.517％
900万超1,800万円以下 56.307％
1,800万円超4,000万円以下 49.16％

4,000万円超 44.055％
０円未満（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合） 90％
０円未満（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合） 地方税法に定める割合

　前年分の所得税において平成28年から令和７
年末までの入居（注）に係る住宅借入金等特別
控除の適用を受けた場合、①から②を控除した
金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等
の５％に相当する金額（97,500円を限度）を超え
る場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた額
　① �前年分の所得税に係る住宅借入金等特別       

控除額（特定増改築等に係る住宅借入金
等の金額を有する場合には、当該金額が
なかったものとして計算した金額）

　②あ�前年分の所得税の額（住宅借入金等特別
控除等適用前の金額）

※�ただし以下の場合の控除額については、上記
５％とあるのは７％に、97,500円とあるのは
136,500円に読み替えるものとする。

⑴�平成28年４月から令和３年12月末までに入居
した場合（住宅の対価の額、又は費用に含ま
れる消費税等の税率が８％若しくは10％であ
る場合に限る）

⑵�令和４年１月から令和７年12月までに入居し
た場合（住宅の対価の額、又は費用に含まれ
る消費税等の税率が10％であり、かつ一定期
間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場
合に限る）

（注）居住開始年月が平成27年以前の場合は、
控除対象外となります。

市民税 ３／５ 県民税 ２／５

※�令和３年度から、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者につ
いて、調整控除が適用されないこととなりました。

控除の種類 金 額 控除の種類 金　額

基礎控除 ５万円 納税者本人の
合計所得金額 900万円以下 900万円超

950万円以下
950万円超
1,000万円以下

障害者
控除

普 通 １万円 配偶者
控除

一般 ５万円 ４万円 ３万円

特 別 １０万円 老人 10万円 ６万円 ３万円

同居特別 ２２万円 ４８万円超
５０万円未満 ５万円 ４万円 ２万円

寡婦控除 １万円
50万円以上
５5万円未満 ３万円 ２万円 １万円ひとり親

控 除
父 １万円

母 ５万円
扶養控除

一般 ５万円 老 人 10万円

勤労学生控除 １万円 特定 18万円 同居老親等 13万円

配
偶
者

特
別
控
除



●収入がなかった、または非課税所得のみの場合について
　申告書裏面下「1８　所得のなかった方の記載欄」の該当する欄を記入してください。
1８　所得のなかった方の記載欄（１もしくは２の該当する数字を○で囲み、必要事項を記入してください。）

１．次の者の扶養又は援助を受けていた。

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．下記のいずれかに該当していた。（該当する項目に○で囲んでください。）
　　遺族年金・障害年金・雇用（失業）保険・生活保護費・児童扶養手当・労災保険を受給していた。その他

　（昨年の生活状況等を記入してください。例：学生・病気・失業・預金など）　　　　　　　　　　　　　　　　

別表①　給与所得金額の計算

　令和７年分の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」をカに、「給与所得控除後の金額」を
⑥に記入してください。源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」が記載されていない場合は
別表①から所得合計を求め⑥に記入してください。
・�₂カ所以上から給与の支払がある場合には、支払金額の合計額をカに、所得金額は別表①から求め⑥
に記入してください。
・�源泉徴収票がない場合には、給与明細書（給与明細書がない場合は申告書裏面の５欄を記載）から収
入金額を求めます。
・�源泉徴収票に社会保険料や生命保険料等の控除額が記載されていれば申告書の該当する欄に記入して
ください。
●所得金額調整控除について
⑴　�給与等の収入金額が850万円を越え、次のアからウのいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調

整控除を差し引くことができます。
　　ア．本人が特別障害者に該当する　イ．年齢23歳未満の扶養親族を有する
　　ウ．特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
　対象となる方は、申告書裏面「17　所得金額調整控除に関する事項」へ必要事項を記入してください。
　【控除額】＝｛給与等の収入額（1,000万円を超える場合は1,000万円）－850万円｝×10％

⑵　�給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える
　　場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引くことができます。
　【控除額】＝｛�給与所得の金額（10万円を限度）＋公的年金等に係る雑所得の金額（10万円を限度）｝－10万円
　（注意）⑴の控除がある場合は、⑴の控除後の金額から⑵を控除します。

⑴と⑵の計算後、給与所得から上記の【控除額】を差し引いた金額を申告書表面⑥に記入してください。

別表②　公的年金等の雑所得の計算

令和７年分公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」をキに記入してください。
雑所得金額は別表②から求め⑦に記入してください。
・�₂カ所以上から公的年金等の支払がある場合には、支払金額の合計額をキに雑所得
金額⑦は別表②から求め記入してください。

・�公的年金等以外の雑所得（業務またはその他）がある場合には、業務にかかる雑所
得については収入金額をク、所得金額を⑧に記入し、その他の雑所得については収
入金額をケ、所得金額を⑨に記入してください。雑所得金額⑩には、三つの所得を
合計した金額を記入します。

・�源泉徴収票に社会保険料の金額が記載されていれば、申告書の該当する欄に記入して
ください。

※�一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料額を合計して70，000円が限度額
となります。

※�旧契約のみ加入している場合は、従来どおりＢの計算が適用されます。
※�新契約と旧契約の双方で控除を受ける場合は、28，000円が限度額となります。

別表③　生命保険料控除の計算
・新契約（契約日が平成24年１月１日以後）…Ａ

・旧契約（契約日が平成23年12月31日以前）…Ｂ

別表④　地震保険料控除の計算

●所得から差し引かれる金額 ※�令和元年度税制改正より所得税に係る給与の年末調整を受けた場合は⑬～㉕の
記載欄の記入を省略できるようになりました。

控除の種類 控除の要件等（令和７年12月31日現在で判定） 控　除　額

雑 損 控 除
昨年中にあなたやあなたの扶養家族が所有する生活用資産が災害・盗
難・横領などによって損害を受けた時に支出した費用があった場合
※証明書等が必要です。
　差引損失額＝損害金額－保険金などで補てんされる金額

次のいずれか多い額
①�差引損失額－総所得金額等×１／10
②�差引損失額のうち災害関連支出の
金額－５万円

医 療 費 控 除

昨年中にあなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他親族のた
めに医療費を支払った場合
※「医療費控除の明細書」の作成が必要です。

支払った医療費－保険等補てん額－
（総所得金額等の５％又は10万円のいず
れか低い額）
※控除限度額　200万円

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
昨年中にあなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他親族のた
めに「スイッチＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち
医療用から転用された医薬品）」を購入した場合
※�健康維持増進及び予防の取組み（一定の取組）を行ったことを明ら
かにする書類や領収証等（①氏名②取組に係る事業を行った保険者、
事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療
機関の名称もしくは医師の氏名③取組を行った年の記載があるもの
に限る）が必要です。

※従来の医療費控除とどちらか一方の選択適用となります。
※�この控除の適用を選択する場合は、申告書の「㉘医療費控除」の区分
欄に「１」を記載してください。

（その年に支払ったスイッチＯＴＣ薬
の総額－保険金等で補てんされる金
額）－１万２千円
※控除限度額　８万８千円

社 会 保 険 料 控 除

昨年中にあなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が
負担することになっている健康保険料・国民年金掛金・国民健康保険税・
介護保険料をあなたが支払ったり、あなたの給与等から差し引かれた
りした場合
※�ただし、生計を一にする親族等が受け取る公的年金等から天引きされ
た国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療の保険料をあなた
の社会保険料として控除することはできません。

支払額全額

小 規 模 企 業
共 済 等 掛 金

昨年中にあなたが支払った小規模企業共済掛金や地方公共団体が行う
心身障害者扶養共済掛金の合計額
※証明書等が必要です。

生 命 保 険 料 控 除

一般生命保険料
　�保険金、年金、共済金又は一時金の受取人のすべてを自己や配偶者
その他の親族とする生命保険料又は掛金があった場合
個人年金保険料
　�年金の受取人を自己又は配偶者のいずれかとする個人年金保険契約
等に基づいて昨年中に支払った個人年金保険料又は掛金があった場合
介護医療保険料
　�保険金の受取人を自己又は配偶者その他の親族とする介護医療保険
契約等（入院・通院等にともなう給付部分に係るもの）に基づいて昨
年中に支払った介護医療保険料又は掛金があった場合
※�介護医療保険料は平成24年１月１日以後に締結された保険契約等に
係る保険料が対象です。

※�一般生命保険料（個人年金保険料）のうち、平成23年12月31日以前
に締結された保険契約等に係るものは、旧一般生命保険料（旧個人
年金保険料）となります。

別表③により控除額を算出します。

地 震 保 険 料 控 除

地震保険契約等のために支払った保険料があった場合
【経過措置】
　平成18年12月31日までに契約された長期損害保険料については従前
の損害保険料控除が適用されます。
※�長期損害保険契約とは、保険契約期間等が10年以上で満期返戻金等
の支払規約等のあるもの。

別表④により控除額を算出します。

寡 婦 控 除

あなたが女性で昨年中の合計所得金額が500万円以下の方で、次のどち
らかに該当する場合
①�夫と離婚後再婚をしておらず、子以外の扶養親族を有している
②�夫と死別後再婚をしていないか夫が生死不明
※未届の夫がいる場合や、離別又は死別した方が戸籍上の夫ではない
場合は対象外となります。

26万円

ひ と り 親 控 除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、あなたが合計所得金額500万円以下の単
身者で、生計を一にする子（総所得金額が58万円以下）を有する場合
※未届の夫又は妻がいる場合や、子が他人の人と同一生計配偶者や扶
養親族になっている場合は対象外となります。

30万円

勤 労 学 生 控 除
あなたが学生、生徒で昨年中の合計所得金額が85万円以下のうち給与
所得金額等以外の所得が10万円以下の場合
※適用には在学証明書、学生証等が必要です。

26万円

障 害 者 控 除
あなたやあなたが扶養している配偶者や親族が障害者の場合
※該当する方の氏名と等級などを記入してください。
※証明する障害者手帳等を持参してください。

普通障害者　26万円
特別障害者　30万円
※同居特別障害者の場合
　　　　　　53万円

配 偶 者 控 除

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で令和７年12月31日現在（年の途中死亡の場合は死亡日）あなたと生計
を一にする配偶者のうち昨年中の合計所得金額が58万円以下で、事業専従者でない場合

あなたの
合計所得

900万円以下
900万円超～950万円以下
950万円超～1,000万円以下

控除対象配偶者 ：33万円
控除対象配偶者 ：22万円
控除対象配偶者 ：11万円

ただし70歳以上 ：38万円
ただし70歳以上 ：26万円
ただし70歳以上 ：13万円

配 偶 者 特 別 控 除

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合
※あなたと配偶者の所得の額が増加するにつれ、控除額は逓減していきます。

あなたの
合計所得

配偶者の合計所得
58万円超～
100万円以下

100万円超～
105万円以下

105万円超～
110万円以下

110万円超～
115万円以下

115万円超～
120万円以下

120万円超～
125万円以下

125万円超～
130万円以下

130万円超～
133万円以下

900万円以下 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 ６万円 ３万円

900万円超～
950万円以下 22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 ８万円 ４万円 ２万円

950万円超～
1,000万円以下 11万円 11万円 ９万円 ７万円 ６万円 ４万円 ２万円 １万円

扶 養 控 除

令和７年12月31日現在（年の途中死亡の場合は死亡日）あな
たと生計を一にする親族（６親等内の血族及び３親等内の姻
族）又は児童福祉法の規定による里子及び老人福祉法の規定
による養護老人のうち昨年中の合計所得が58万円以下で、事
業専従者でない場合

16歳～18歳　　　　33万円
19歳～22歳　　　　45万円
23歳～69歳　　　　33万円
70歳以上　　　　　38万円
70歳以上同居老親　45万円

特定親族特別控除

上記の親族が19歳以上23歳未満で、
更にその方の昨年中の合計金額が58
万円超123万円以下に該当し、事業
専従者でない者を扶養している場合
※合計所得が58万円以下の場合は、
特定親族特別控除ではなく扶養控除
として45万円が控除されます。
※居住とは、国内に住所を有する又
は現在まで一年以上居所を有する状
態を指します。

親族の合計所得 控除額 区分（居住） 区分（非居住）
58万円超～85万円以下 45万円 10 11
85万円超～90万円以下 45万円 20 21
90万円超～95万円以下 45万円 30 31
95万円超～100万円以下 41万円 40 41
100万円超～105万円以下 31万円 50 51
105万円超～110万円以下 21万円 60 61
110万円超～115万円以下 11万円 70 71
115万円超～120万円以下 ６万円 80 81
120万円超～123万円以下 ３万円 90 91

基 礎 控 除
あなたご本人の人的控除
※�合計所得金額の増加に応じて控除額は逓減し、
2,500万円を超えると適用されません。

あ な た の
合 計 所 得

2，400万円以下　　　　　　　　　　　　43万円
2,400万円超～2,450万円以下　 29万円
2,450万円超～2,500万円以下　 15万円

給与収入金額 給与所得の金額

～650，999円 0円
651，000～1，899，999円 収入金額 - 650，000円
1，900，000～3，599，999円 （A）＝収入金額÷4

（千円未満の端数切捨て）

（A）×2.8- 80,000円
3，600，000～6，599，999円 （A）×3.2 - 440，000円
6，600，000～8，499，999円 収入金額×0.9 - 1，100，000円
8，500，000～ 収入金額 -1，950，000円

公的年金等の
収入金額（Ａ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

～1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

130万円未満 （A）- 600,000円 （A）- 500,000円 （A）- 400,000円

130万円以上　410万円未満 （A）×0.75 - 275,000円 （A）×0.75 - 175,000円 （A）×0.75 - 75,000円

410万円以上　770万円未満 （A）×0.85 - 685,000円 （A）×0.85 - 585,000円 （A）×0.85 - 485,000円

770万円以上　1,000万円未満 （A）×0.95 - 1,455,000円 （A）×0.95 - 1,355,000円 （A）×0.95 - 1,255,000円

1,000万円以上 （A）- 1,955,000円 （A）- 1,855,000円 （A）- 1,755,000円

330万円未満 （A）- 1,100,000円 （A）- 1,000,000円 （A）- 900,000円

330万円以上　410万円未満 （A）×0.75 - 275,000円 （A）×0.75 - 175,000円 （A）×0.75 - 75,000円

410万円以上　770万円未満 （A）×0.85 - 685,000円 （A）×0.85 - 585,000円 （A）×0.85 - 485,000円

770万円以上　1,000万円未満（A）×0.95 - 1,455,000円（A）×0.95 - 1,355,000円（A）×0.95 - 1,255,000円

1,000万円以上 （A）- 1,955,000円 （A）- 1,855,000円 （A）- 1,755,000円

支払った保険料 適用控除額
（一般・介護医療・個人年金ごと）

12，000円以下 支払った保険料の全額

12，001円～32，000円 支払った保険料×0.5＋6，000円

32，001円～56，000円 支払った保険料×0.25＋14，000円

56，001円以上 28，000円

支払った保険料 適用控除額
（一般・個人年金ごと）

15，000円以下 支払った保険料の全額

15，001円～40，000円 支払った保険料×0.5＋7，500円

40，001円～70，000円 支払った保険料×0.25＋17，500円

70,001円以上 35,000円

支払った保険料 支払った保険料の金額ａ 地震保険料控除額

①地震保険契約
50，000円以下 ａ×0.5

50，001円以上 25，000円

②旧長期損害保険契約

5，000円以下 全額

5，001円～15，000円以下 ａ×0.5＋2，500円

15，001円以上 10,000円

①と②の両方の契約が
ある場合

①と②で計算した金額の合計が25，000
円以下

その合計額の全額

上記の合計額が25，001円以上 ２５,000円

65
歳
未
満
の
方

（
昭
和
36
年
１
月
２
日

以
後
生
ま
れ
の
方
）

65
歳
以
上
の
方

（
昭
和
36
年
１
月
１
日

以
前
生
ま
れ
の
方
）

令和７年分　給与所得の源泉徴収票

令和７年分　公的年金等の源泉徴収票

※障害者・寡婦・ひとり親・未成年者（H20.1.3以後生）の場合、合計所得金額135万円まで非課税となります。


